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（１）申請の概要 

 

名       称 輪島市  

所   在   地 石川県輪島市二ツ屋町２字 29 番地 

申 請 年 月 日 平成１９年２月 20 日 

設置を必要とする理由 

輪島市は、旧輪島市及び門前町が平成 18 年２月に合併して誕生した能

登半島北西部に位置する人口約３万３千人、世帯数約１万２千世帯、面積

約 426k ㎡の地方都市である。 

輪島市においては、旧市町で受け継がれた歴史や文化を活かしつつ、新

輪島市として一体感の醸成やまちづくりを目指すとともに、4,465 世帯（全

体の 37.4%）に及ぶ小規模辺地共聴施設の地上デジタル放送への対応を進

めることとしている。このため、市自らが地域密着型の情報インフラとし

てＨＦＣ方式によるケーブルテレビ施設を設置し、これを活用することに

より、地上波放送の再送信、多チャンネル放送、生活情報・行政情報など

のコミュニティチャンネル等のサービスを実施するとともにブロードバ

ンドサービスも行い、高度地域情報基盤を整備するものである。 

施  設  区  域 石川県輪島市全域（別紙１参照） 

区域内人口・世帯数 人口 32，623 人 世帯 11，924 世帯（平成 17 年国勢調査） 

受信空中線 

石川県輪島市二ツ屋町２字 29 番地（地上波放送、ＦＭラジオ） 

石川県輪島市門前町走出６の 69 番地（地上波放送、衛星放送） 

石川県輪島市門前町腰細９の 29 番地（地上波放送） 

ヘッドエンド
石川県輪島市門前町走出６の 69 番地 

石川県輪島市二ツ屋町２字 29 番地 

主
た
る
設
備 

の
設
置
場
所 

演奏所 石川県輪島市門前町走出６の 69 番地 

設置完了予定 引込端子の数 設置完了予定 

及び施設の規模 平成 20 年６月 16，980 

施 工 の 方 法 

保 守 の 方 法 
委託 

ＴＶ 54ｃｈ 

自主放送 

 

32ｃｈ 

 

（うちデジタル 30ｃｈ） 

 

 

地上波再送信 12ｃｈ （うちデジタル６ｃｈ）  

ＢＳ再送信 ９ｃｈ （全てデジタル）  

ＣＳ再送信 １ｃｈ （アナログ）  

放  送  内  容 

ＦＭラジオ ２ｃｈ    

伝送路の形態 ＨＦＣ方式 上限周波数 770ＭＨｚ 

使用する周波数 別紙２のとおり 
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  第１年目 第２年目 第３年目 第４年目 第５年目

 事 業 収 入 千円 千円 千円 千円 千円

  契  約  料   

  利  用  料   

 一般会計負担金   

 事 業 外 収 入 千円 千円 千円 千円 千円

 インターネット利用料   

事業収支見積 計   

事 業 支 出 千円 千円 千円 千円 千円

（単位：千円） 
 人  件  費   

  物  件  費   

   修繕費   

   電柱等使用料   

   電気料   

   番組制作費   

   番組購入費   

   事務費   

その他   
 

積  立  金   

 事 業 外 支 出 千円 千円 千円 千円 千円

 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続費   

 計   

 差 引 収 益 金   

 

建設資金の調達 

 

 

24.3 億円 

（一般財源 17 万円、補助金６億円、地方債 18.3 億円） 

料金（予定） 契約料 
52,500 円（加入料） 

31,500 円（引込工事費）
利用料 1，050 円/月～ 
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（２）審査の結果等 

  ア 審査の結果 
本件申請について、有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号。以下「法」という。）第４

条第１項の許可の基準及び法第５条の欠格事由に関し、有線テレビジョン放送法関係審査基準（平成１３
年１月６日総務省訓令第６９号）に照らし審査した結果は次表のとおりであり、法令に合致するものと認
められる。 

有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

 （欠格事由） 
第３条 施設の設置の許可を受けようとする者は、法
第５条各号に定める欠格事由に該当しない者である
こととする。 

 
適 

 
本件申請者等については、法及び有線ラジオ

放送業務の運用の規正に関する法律（昭和２６
年法律第１３５号）の罰則等を受けた者ではな
く、欠格事由に該当しない者と認められる。 
 

 （施設区域） 
第４条 施設区域（施設を設置し、当該施設により有
線テレビジョン放送の業務を行うための区域をいう
。以下同じ。）は、次のとおり設定されているもの
であることとする。 
 

  
各項目について、以下のとおり適切であると

認められる。 

(1) 施設区域は、一の行政区域又は複数の行政区域
を単位とし、原則として、当該行政区域の全域に
おいて設定されているものであること。この場合
において行政区域とは、市町村（特別区を含み、
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２
条の１９に規定する指定都市にあっては区とする
。）の区域とする。 

 
(2) 行政区域の全域を施設区域とすることができな
い事情が認められる場合には、少なくとも当該行
政区域の人口集中地区の大半が施設区域に含まれ
ていること。 

 
(3) 行政区域内において施設区域とすることができ
ない区域がある場合においては、当該区域の扱い
について将来計画が明らかにされていること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
適

 
 
 
本施設の設置区域は、石川県輪島市の全域を

整備するものであり、基準を満たすものと認め
られる。 
 

 

(4) なお、テレビジョン放送の共同受信又は受信障
害解消のための同時再送信業務を行うことを目的
とした施設等行政区域の全域において設置する必
要のない施設の区域においては、当該施設の設置
が必要となる区域以外の区域が含まれているもの
でないこと。 

 

－ 本施設は、テレビジョン放送の共同受信又は
受信障害解消のための同時再送信業務を行うこ
とを目的とした施設等行政区域の全域において
設置する必要のない施設ではないため審査の対
象外である。 

 （施設計画の合理性及び実施の確実性） 
第５条 施設の施設計画は、次の基準に照らし合理的
であり、かつ、その実施が確実であると認められる
ものであることとする。 

 

  
各項目について、以下のとおり適切であると

認められる。 

(1) 申請に係る施設区域が、当該地域で申請者が予
測する需要の見込み及び分布の状況等からみて、
適切に設定されていること。 
 

適 施設区域は、当該地域で申請者が予測する需
要の見込み及び分布の状況等を勘案した上で石
川県輪島市の全域としており、適切であると認
められる。 
 

(2) 施設区域内の送信施設、幹線及び中継増幅器の
配置は、当該地域で申請者が予測する需要の見込
み及び分布の状況等と見合っていること。 

 

適 送信施設及び幹線及び中継増幅器が、施設区
域全域において需要の見込み及び世帯分布を勘
案したものとなっており適切であると認められ
る。 
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有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

(3) 施設の設置に伴い、道路等を占用し、他人の電
柱等に共架し又は他人の土地等を使って設置する
こととなる場合は、道路等の占用許可、電柱等の
共架承諾若しくは他人の土地等の使用承諾を得て
いるか又は得る見通しがあること。 

 
なお、他人の電柱等に共架する場合であって、

同一施設区域に複数の有線テレビジョン放送施設
者が施設を設置することとなるときは、電柱等の
共架承諾等において、幹線の共架方法その他同一
区域に複数の有線テレビジョン放送施設者が施設
を設置するための方策が具体的に明らかにされて
いること。 

適 
 
 
 
 
 
－ 

施設の設置において必要な道路占用、電柱共
架等については、国土交通省、石川県、北陸電
力及び西日本電信電話株式会社等からは承諾又
は内諾を得ていることから、支障ないと認めら
れる。 
 
なお、当該施設区域に他の有線テレビジョン

放送施設が設置される予定はないので審査の対
象外である。 

(4) 設備の設置場所は、地域開発、治山治水、文化
財保護等の関係法令からみて、設置が可能である
と認められる場所であること。 

適 一部の設備は河川区域にかかるが、北陸電力
の電柱若しくは西日本電信電話株式会社の電柱
の二次占有であるため、河川法に基づく申請は
不要であり、問題ないものと認められる。 
 

(5) 施設を設置しようとする者は、有線テレビジョ
ン放送施設者として自立的な事業活動を行う実体
を有するものであること。 

 
 

適 
 
 
 
 

申請者である輪島市は、有線テレビジョン放
送業務を行うにあたって議会の承認も受けてお
り、有線テレビジョン放送施設者として自立的
な事業活動を行う実体を有するものと認められ
る。 
 

２ 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。）
第９条の登録を受けた者及び第１６条第１項の規
定による届出をした者（以下「電気通信事業者」
という。）の加入者系光ファイバ網を利用する施
設を設置する場合にあっては、前項の規定による
ほか、電気通信事業者の加入者系光ファイバ網を
利用することが他の手段に比較して、著しく合理
性を欠くものでないこと。 

 
 

－ 本施設は、第一種電気通信事業者の加入者系
光ファイバ網を使用するものではないので審査
の対象外である。 

 （施設の技術上の基準） 
第６条 施設は次の基準に照らし適切であると認めら
れるものであることとする。 

 
(1) 同時に使用することができる周波数の数は、有
線テレビジョン放送法施行規則（昭和４７年郵政
省令第４０号。以下「規則」という。）第１７条
の規定に適合するものであること。 

なお、同時に使用することができる周波数の数
については、使用している中継増幅器の増幅する
ことができる周波数の範囲、定格出力レベル、同
時に増幅することができる周波数の数から別表１
を参考に算出する。 
 

(2) 受信空中線の設置場所は、電気的雑音及び電波
の遮へい、反射、干渉等による受信障害の少ない
場所であること。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
適 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
適 
 
 
 
 
 
 

 
各項目について、以下のとおり適切であると

認められる。 
 
申請者の施設は770MHzの帯域幅を有するもの

であり、伝送しようとするテレビジョン放送  
チャンネルを全て送信可能であり、支障ないと
認められる。 

 
 
 
 
 
 
受信空中線は、ヘッドエンドを設置する場所

である輪島市役所、門前支所ほかに設置するこ
ととしている。各受信点ともに周囲に受信に対
する障害はなく受信空中線の設置場所としては
適切であると認められる。 
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有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

(3) 受信空中線の型式及び構成は、その設置場所に
おける受信電界強度等からみて適切なものである
こと。 

 
 
 
(4) 放送局の行うテレビジョン放送（デジタル放送
を除く。）又はテレビジョン多重放送の同時再送
信に係る搬送波の受信空中線の出力端子における
レベルは、規則第１８条第２項に規定する値を維
持することができるものであること。 
なお、電界強度から受信空中線の出力端子にお

けるレベルを求める場合は、次式により求めるこ
と。 
Ｅ０＝Ｅｆ＋ＧＡ＋Ｋ [ｄＢ] 
Ｅ０：出力端子の信号レベル 
Ｅｆ：受信電界強度 
ＧＡ：受信空中線利得 
Ｋ ：換算値(別表２により求める。) 
 
 

適 
 
 
 
 
 
適 

受信空中線は受信チャンネルごとに十分な利
得を確保できる八木アンテナ及びパラボラアン
テナを使用しており、十分な受信電界強度が得
られるものと認められる。 

 
 
受信空中線の出力端子におけるレベルは、基

準を満足しており、支障ないと認められる。 

(5) 放送衛星局の行うテレビジョン放送（デジタル
放送を除く。）又はテレビジョン多重放送の同時
再送信に係る信号搬送波レベルと雑音レベルとの
差は、当該放送を受信する設備における第１中間
周波数の信号搬送波の出力端子において、規則第
１８条第３項に規定する値を維持することができ
るものであること。 
 
 

適 放送衛星局の行うテレビジョン放送（デジ
タル放送を除く。）又はテレビジョン多重放
送の同時再送信に係る信号搬送波レベルと雑
音レベルとの差は、技術基準を満たしてお
り、支障ないと認められる。 

(6) 規則第２３条第１項各号に掲げる有線テレビ
ジョン放送以外の用途に使用する電磁波の周波数
、レベル及び周波数帯幅は、有線テレビジョン放
送の受信に影響を与えることが検知されないため
の技術的条件（平成１３年総務省告示第１３０号
）に基づき、受信者端子において、当該電磁波が
当該電磁波を使用する施設で行われる有線テレビ
ジョン放送の受信に検知される影響を与えないも
のであること。 

  また、施設のヘッドエンドから受信者用光伝送
装置までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝
送の方式のみである場合にあっては、当該電磁波
の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波
を使用する施設で行われる有線テレビジョン放送
の受信に、線路内の光反射により、受信者端子に
おいて検知される影響を与えないものであること
。 

 

適  規則第２３条第１項各号に掲げる有線テレビ
ジョン放送以外の用途に使用されるものはなく
支障ないと認められる。 
 また、当該電磁波の周波数、レベル及び周波
数帯幅は、当該電磁波を使用する施設で行われ
る有線テレビジョン放送の受信に、線路内の光
反射により、受信者端子において検知される影
響を与えないものであることから支障ないもの
と認められる。 
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有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

 
(7) 規則第２３条第１項各号に掲げる有線テレビジ
ョン放送の用途に使用する電磁波の周波数、レベ
ル及び周波数帯幅は、施設のヘッドエンドから受
信者用光伝送装置までの間の線路に用いられる伝
送方式が光伝送方式のみである場合にあっては、
受信者端子において次に適合すること。 

 
 ア 当該電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅

は、当該電磁波を使用する施設で行われる有線
テレビジョン放送の受信に、線路内の光反射に
より、検知される影響を与えないものであるこ
と。 

 
 イ 当該電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅

は、当該電磁波に用いる光波長以外の光波長を
使用して行われる有線テレビジョン放送の受信
に検知される影響を与えないものであること。
ただし、光波長多重によって有線テレビジョン
放送を行う場合に限る。 

 
 

 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ 

 
本施設は、施設のヘッドエンドから受信者

用光伝送装置までの間の線路に用いられる伝
送方式が光伝送方式のみではないため審査の
対象外である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本施設は、光波長多重によって有線テレビ
ジョン放送を行うものではないため審査の対
象外である。 

(8) 施設における各信号のレベルは、使用する線路
及び機器の電気的特性からみて適切に設定されて
おり、引込端子ごとのレベル差の少ないものであ
ること。 

適 各信号のレベルは、使用する伝送路、機器
の特性に照らして適切に設定されており引込
端子ごとの差の少ないものである。 

なお、テレビジョン放送波の強電界強度地域に
あっては、直接妨害に対する対策が施されている
ものであること。 
 
 

(9) ヘッドエンド、中継増幅器等の配置は、当該機器
の電気的特性等からみて適切なものであること。 
 
 
 

  
  (10)受信用光伝送装置の入力端子に接続される光フ

ァイバからの出力電力は、別表３の左欄に掲げる
方式及び中欄に掲げる区分に従い、それぞれの同
表の右欄に掲げる条件に適合すること。その際、
受信用光伝送装置の入力端子と受光素子の間に光
波長多重合波器を使用する場合は、その損失分を
勘案すること。ただし、最低受光電力が別表３に
掲げる値以下の受信用光伝送装置を用いる場合は
、光ファイバからの出力電力が当該最低受光電力
の値以上であること。 

－ 
 
 
 
 
適 
 
 
 
 
 
－ 
 

本施設は強電界強度地域に設置されるもので
はないため審査の対象外である。 

 
 
 
ヘッドエンド及びその他機器の配置は、使用

する線路の種類、その他機器の性能等に照らし
て適切であると認められる。 
 
 
 
本施設は、受信用光伝送装置及び光波長多

重合波器を使用するものではないため、審査
の対象外である。 
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有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

 
 （経理的基礎及び技術的能力） 
第７条 経理的基礎及び技術的能力は、次の基準に照
らして施設を確実に設置し、かつ、適確に運用する
に足りると認められるものであることとする。 

 
(1) 経理的基礎 
ア 工事費及び建設資金の調達 

施設の設置に伴う工事費は施設設置工事の施
工業者の見積等により適切に計上されており、
これに見合う建設資金の調達は適切に行われる
ものであること。 
 
 

イ 事業収支見積 
施設の設置許可申請に係る事業収支見積は、

申請者が行う事業採算性の見積を基本とし、各
収支項目の積算根拠が明確かつ合理的なもので
あること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、同一施設区域に複数の有線テレビジョ

ン放送施設者が施設を設置することとなる場合
は、複数の有線テレビジョン放送事業者が業務
を行うことを考慮した加入見積を前提として作
成されたものであること。 
 
 
また、テレビジョン放送の受信障害解消を目

的とした施設であって、受信者の団体等が当該
施設を設置し、同時再送信のみを行う場合の施
設の設置許可申請に係る事業収支見積について
は、受信障害の原因者が業務の運営に要する費
用の全額を負担する旨の契約を受信者の団体と
の間で締結している場合は、事業年度ごとの業
務の運営に要する費用の額及び支払いの時期が
明らかにされていること。 
 
 

ウ 資金計画 
資金計画は、有線テレビジョン放送業務が継

続的に運営されていくための資金の裏付けとし
ての利益、増資収入等の資金収入と欠損、建設
費等の資金支出に関して、資金の出入の計画が
適切なものであること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
適 
 
 
 
 
 
 
適 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
適 
 
 
 
 
 
 

 
 
各項目について、以下のとおり適切である

と認められる。 
 
 
 
 
自己財源、起債及び補助金により調達するこ

ととしており、また、工事費についても適切に
計上されており、支障なく行われるものと認め
られる。 
 
 
 
加入率は、施設予定区域内において先行実

施したアンケートの結果を踏まえ、１年目で
■％、５年目で■％の加入を見込んでおり、
収入はこの契約料、利用料からの収入等を基
本としている。施設予定区域内で行われたア
ンケート結果によると、非常に高い関心が示
されており、２０１１年のアナログ放送終了
等の諸事情を勘案した結果に基づく妥当な見
込みであることから、支障ないと認められる
。 
支出については、放送に必要な経費のほか修

繕費、電柱等使用料など必要と認められる経費
が適切に見込まれている。  
 
 
当該施設区域に他の有線テレビジョン放送施

設が設置される予定はないため審査の対象外で
ある。 
 
 
 
 
本施設については、受信障害の解消のみを目

的とするものではないため審査の対象外である
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本申請に係る資金計画は、収支の見積及び

そのバランスを鑑みて、適切であると認めら
れる。 
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有線テレビジョン放送法関係審査基準 
審査
結果

事   由 

 
(2) 技術的能力 
ア 施設の設置工事及び保守の担当者は、実務経
験等からみて十分な技術的能力を有すると認め
られる者であること。 

 
 
 
 

 
 
適 

 
 
施設の設置工事及び保守については、■に委

託する予定であり、これらの社はこれまでの実
績を鑑みても支障ないと認められる。 
 
 

イ 保守体制は、緊急保守にも対応できる体制と
なっており、当該施設を保守するに十分な要員
が確保されているものであること。 

適 保守体制については、上記の社が緊急保守に
も対応できる体制を十分な要員を確保の上、構
築する予定であり、問題ないと認められる。 
 

 （施設設置の適切性） 
第８条 施設を設置することが、その地域の地理上の
まとまり、難視聴の状況、地域のコミュニケーショ
ン手段に対する需要の状況、生活・文化圏としての
地域の一体的なまとまり等の事情に照らして、必要
かつ適切であると認められるものであることとする
。 

 
適 

 
当該施設は、輪島市において地上波の再送信

、多チャンネル放送サービスを可能とするとと
もに行政情報や地域行事情報を扱うコミュニテ
ィチャンネル等の自主放送やインターネットサ
ービスの提供等により情報格差の是正や難視聴
対策に資するものであり、当該施設の設置は必
要かつ適切であると認められるものである。 
 

 
２ 施設を設置する者が、一般放送事業者若しくは地
方公共団体又はこれらにより支配される者にあって
は、他に施設を設置しようとする者がいないこと、
当該地域の住民から有線テレビジョン放送施設の設
置について強い要望がある場合等の事情があること
とする。この場合において、支配とは、放送局の開
設の根本的基準（昭和２５年電波監理委員会規則第
２１号）第９条第８項の規定によるものとする。 

 

 
適 

 
申請者は地方公共団体であるが、本施設の設

置にあたっては、他に当該区域に施設を設置す

る者はなく、また、アンケートや地元でのヒア

リングから当該地域の住民からの強い要望があ

ることが示されており、適当と認められる。 

 

 

  イ 関係都道府県の意見（法第４条第２項） 

    別紙３のとおり。（石川県 情第１０３３号（平１９．２．２６）） 

 

  ウ 設置期間の指定（法第６条第１項） 

    平成２０年６月３０日 
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（ＭＨｚ）

222

230

236

242

248

254

258

60

90

96

102

108

114

120

126

132

138

144

150

156

162

164

170

176

182

188

192

198

204

210

216

264

270

312

318

276

282

288

294

384

390

348

354

360

366

444

450

372

378

324

330

336

342

300

306

470

396

402

408

414

420

426

432

438

542

500

506

512

518

548

554

560

566

566

572

578

584

590

596

602

608

614

620

626

632

638

644

650

656

662

668

674

680

686

692

698

704

734

710

716

722

728

734

740

746

752

（　テレビ金沢　）

（　北陸朝日放送　）

（　ＮＨＫ　総合　）

（　ＮＨＫ　教育　）

（　テレビ金沢　）

（　北陸朝日放送　）

524

530

476

482

インターネット

インターネット

（　北陸放送　）

536

488

494

456

462

468

（　ＮＨＫ　教育　）

（　ＮＨＫ　総合　）

（　北陸放送　）

（　石川テレビ　）

［自主放送（ウエ
ザーニュース）］

［自主放送（コミュニ
ティチャンネル）］

（　石川テレビ　）

（ショップチャンネル）

（　ＢＳ　ｉ　）

（　ＷＯＷＯＷ　）

（　ＪＣ－ＨＩＴＳ

　アニマックス 他5　）

758

764

770

776

輪島市

（　ＮＨＫ衛星第一放送
ＮＨＫ衛星第二放送　）

（　ＪＣ－ＨＩＴＳ
ショップチャンネル
＆自主放送　2　）

 　Ｊ　sports Plus他2　）

（　ＪＣ－ＨＩＴＳ

 　Ｊ　sports 2 他4　）

（　ＪＣ－ＨＩＴＳ

（　ＢＳジャパン　）

（　ＢＳ　ｈｉ　）

（　ＢＳ　日本　）

（　ＪＣ－ＨＩＴＳ

デジタルデータ信号

（ Ｔ Ｖ 再 送 信 ）

凡　　　　　例

ア ナ ロ グ 信 号

＜ＦＭ再送信＞

デ ジ タ ル 信 号

東映チャンネル他3）

パーフェクトチョイス
１７１）

（　ＪＣ－ＨＩＴＳ

スターチャンネル他2）

（　ＪＣ－ＨＩＴＳ

（ＭＨｚ）（ＭＨｚ） （ＭＨｚ） （ＭＨｚ）

（　ＢＳ　フジ　）

（　ＪＣ－ＨＩＴＳ
ザ・シネマ 他3　）

（　ＪＣ－ＨＩＴＳ
ＧＡＯＲＡ　）

（　ＢＳ　朝日　）

44.4
46.0
46.4
48.0

52.0

54.0
54.8

インターネット上り1

インターネット上り2

上り映像中継

伝送路監視上り

73.0
74.0

パイロット信号下り
伝送路監視下り

80.5
82.2

＜ＦＭ　　石川＞
＜ＮＨＫ　ＦＭ＞

451.25 パイロット信号下り

771.25 パイロット信号下り
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